
ぎふ身傷だ　よ　り　　　　　　　　剛15神目刷摘

寮∴∴在　　所

㈱∴般珪県揖贈諸朝会

岐阜県暢域華人会

岐　阜　苗　連　合　会

岐阜向背酬廿5丁目2

棚．51－－1659

「
譲
∴
・
「
∵
∴

発
刊
に
際
し
て㈲

岐
阜
螺
身
体
障
害
者

福
祉
協
会

側
岐
阜
塩
梅
辣
軍
人
会

岐
阜
市
連
合
会
長

武
藤
　
代
次
郎

の
こ
腕
力
を
得
ま
し
て
連
合
会
の
運
営
予
簿
に
つ
い
て
の
助
成
は

・
も
ち
ろ
ん
、
多
年
の
懸
案
で
あ
り
ま
す
福
祉
手
当
、
及
び
身
陣
者

医
療
蟹
の
範
即
の
拡
大
、
福
祉
会
飾
建
設
等
、
実
現
を
見
る
べ
く

苗
議
会
の
中
で
も
頑
張
っ
て
ま
い
る
考
え
で
お
り
ま
す
。
市
連
合

会
報
発
刊
に
当
り
、
会
員
の
皆
様
の
一
層
の
ご
協
力
ご
支
援
を
心

か
ら
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
こ
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

近
年
、
身
体
障
害
者
の
福
祉
施
麓
は
圏
及
び
地
方
公
共
団
体
そ

し
て
民
間
等
の
線
患
に
よ
り
遂
次
雄
備
紘
完
が
関
ら
れ
、
特
に
福

粧
モ
デ
ル
締
出
で
あ
る
本
宮
は
諾
々
と
そ
の
効
果
が
装
わ
れ
て
お

り
ま
す
し

し
か
し
な
が
ら
、
」
え
ら
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で

も
な
く
、
市
兄
す
べ
て
が
生
活
不
安
か
ら
守
ら
れ
、
生
涯
を
通
じ

て
安
定
し
た
生
活
が
送
れ
る
福
祉
社
会
を
め
ざ
し
て
、
今
後
と
も

行
政
に
お
け
る
一
層
の
努
力
を
傾
注
い
た
さ
れ
ほ
な
ら
泊
と
存
じ

ます。こ
こ
に
皆
様
方
の
変
わ
ら
ぬ
御
支
援
と
御
協
力
を
心
か
ら
望
む

と
と
も
に
、
皆
様
方
の
一
層
の
御
健
康
と
御
多
事
を
お
祈
り
い
た

し
ま
し
て
年
頭
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。
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岐
阜
市
連
合
会
役
員
名

会
員
の
皆
さ
ん
、
新
年
よ
り
益
々
ご
他
禅
の
こ
と
と
お
喜
び
申

し
上
げ
ま
す
。
平
素
は
何
か
と
公
私
に
亘
り
ご
支
援
賜
り
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
市
連
合
会
も
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た

だ
き
日
を
追
っ
て
発
展
充
実
を
見
つ
つ
あ
る
こ
と
は
誠
に
雷
は
し

い
限
り
で
あ
り
ま
す
。
私
が
会
長
職
を
お
受
け
い
た
し
ま
し
て
よ

り
、
一
カ
年
近
く
な
り
ま
す
が
、
会
員
の
叱
声
を
仰
ぎ
な
が
ら
一

生
県
令
頑
張
っ
て
屠
り
ま
す
が
、
二
十
年
近
い
経
済
の
高
度
成
長

下
に
お
け
る
福
祉
施
策
に
、
四
十
九
年
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
来
の

経
済
の
低
成
長
期
に
入
り
困
難
さ
を
増
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

幸
い
岐
阜
市
に
お
い
て
は
、
蒔
田
市
長
も
福
祉
優
先
の
市
政
は
か

わ
り
な
く
続
け
ら
れ
て
お
り
、
会
員
の
ご
要
望
に
よ
る
処
の
諸
施

策
は
そ
の
八
〇
％
以
上
が
制
度
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
法
外
援
助
と

し
て
実
施
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。
五
十
三
年
度
に
お
い
て
も
福

祉
タ
ク
シ
ー
の
助
成
、
身
陣
者
の
運
転
す
る
自
動
車
の
ガ
ソ
リ
ン

説
の
助
成
、
あ
る
い
は
、
福
祉
手
当
の
国
教
ま
で
の
範
閥
の
拡
大

等
、
新
し
い
制
度
と
し
て
実
施
を
覚
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
充
分

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
五
十
四
年
度
を
迎
え
私
は
、
会
員
の
皆
様

岐
阜
市
長

蒔

　

田

　

　

浩

岐
阜
連
合
会
会
長

副
会
長

同園笥
母

武
藤
代
次
郎

安
藤
登
富
雄

堀

　

源

作

堀
　
　
　
茂

篠
田
　
信
吉

昭
和
五
十
四
年
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん
で
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

を
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
皆
様
方
の
格
別
な
る
御
支
援
を
い
た
だ
き
市
長
に
就
任
以

来
こ
こ
に
三
年
目
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
間
、
人
間

尊
重
を
基
調
と
し
た
鰹
康
で
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

懸
命
な
努
力
を
董
ね
で
ま
い
り
ま
し
た
。

幸
い
皆
様
方
の
温
か
い
御
支
援
、
御
協
力
に
よ
り
そ
の
成
果
が

着
実
に
上
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
誠
に
喜
び
に
た
え
ま
せ
ん
。

私
は
岐
阜
塙
第
二
次
総
合
計
面
壁
本
構
想
お
吉
ふ
ま
え
、
∵
本
年
も

理
想
都
市
実
現
に
邁
進
す
る
決
意
で
あ
り
ま
す
。

身
陪
協
会
支
部
長
（
理
事
）

第
一
支
部
長
　
梅
田
　
　
猛

第
二
　
　
　
　
日
橋
　
元
剣

舞
三
　
　
　
　
真
鍋
　
亘
克

第
四
　
　
　
　
渡
辺
　
三
郎

第
五
　
　
　
　
篠
田
　
倍
音

第
六
　
　
　
堀
　
　
茂

第
七
　
　
　
　
浜
田
　
弥
富

第
八
　
　
　
　
吉
沢
　
三
次

第
九
　
　
　
　
山
田
　
　
俊

傷
痍
諸
人
会
支
部
長
（
理
轟
）

第
一
支
部
長

第
二

第
三

籍
四

第
五

第
六

第
七

第－人
第
九

安
藤
登
書
経

西
川
　
満
義

武
藤
代
次
郎

棚
橋
′
岩
雄

沢
田
市
十
郎

堀
　
　
源
作

北
川
　
澄
雄

日
比
　
　
彊

濃
尾
　
保
男

婦
人
要
の
会
連
合
会
長

青
木
ひ
で
え

副
会
長
　
　
　
大
野
つ
る
ゑ

同園白岡

婦
人
の
会
支
羅
長

第
一
支
部
貞

節
二

第
三

第
閃

第
五

第
六

第
七

第
八

第
九

要
の
会
支
部
長

．
第
一
支
部
長

第
二

第
三

第
四

第
五

第
六

第
七

第
八

第
九

浜
田
　
富
江

向
井
　
初
子

北
川
み
や
子

宮
浦
　
操
子

岡
田
よ
し
子

野
村
　
芳
子

山
下
テ
ル
子

中
島
須
磨
子

竹
内
　
利
子

浜
田
－
富
江

南
井
不
二
子

大
野
つ
る
ゑ

向
井
　
初
子

吉
田
　
志
づ

長
瀬
　
澄
子

山
下
テ
ル
子

林
　
　
早
苗

富
木
ひ
さ
え

北
川
み
や
子

西
垣
　
文
子

松
田
ひ
さ
ゑ
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身
体
障
害
者
及
び
精
神
薄
弱
者
の
た
め
の
岐
阜
市
単
独
事
業
一
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身
陛
手
帳
所
持
者
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一
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～
四
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嫌
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者
I
Q
五
〇
以
下
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1

1

年
額
二
四
、
0
0
0
円
支
給
、
国
の
福
祉
手
当
受
給
者
は
除
く
、
た
だ

し
、
露
復
最
重
蚊
障
害
者
（
i
聖
二
缶
以
下
と
÷
二
級
の
合
併
濯
）
は

一
餅
給
し
て
い
る
。

重
度
身
体
障
害
者
住
宅
改
造
費
助
成
専
業

重
度
心
身
障
害
者
結
婚
現
金
支
給
事
業

公
営
駐
車
場
使
用
料
金
の
減
免

身
体
陣
害
者
の
運
転
免
許
取
得
費
助
成
轟
業

身
体
障
害
者
自
動
車
改
造
費
助
成
塾
業

身
体
障
害
者
一
級
～
四
級
、
精
細
薄
弱
者
I
Q
五
〇
以
下

日
常
星
活
を
容
易
に
す
る
た
戦
の
玄
関
、
便
所
、
浴
室
及
び
手
摺
等
を
改

造
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
三
〇
万
円
を
限
度
に
助
成
す
る
。

税
金
一
〇
、
0
0
0
円
支
給

身
体
陣
害
者
一
級
～
四
級
ま
で

は
同
乗
し
て
い
る
軍
。

及
び
療
育
手
帳
A
の
者
が
運
転
し
、
文
一
駐
車
場
入
口
で
身
障
手
帳
又
は
繚
育
手
暇
を
係
員
に
提
示
し
て
排
揮
絃
理

一
発
に
減
免
の
認
印
を
受
け
た
寓
は
疲
料
金
を
減
免
す
る
。
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①
免
許
取
得
日
に
お
い
て
六
カ
月
以
上
市
内
に
属
性
す
る
も
の
。

②
身
体
障
害
者
手
帳
所
持
者
の
一
級
～
四
級
℃

③
自
動
者
教
習
所
に
お
＼
い
て
技
能
を
習
得
し
、
i
免
許
を
取
得
し
た
も
の
′
）

㌃
成
攣
〇
、
0
0
0
円
支
給
。

「

i

一
を
必
要
と
す
る
も
の
。

謡
李
前
半
で
ノ
ー
ノ
て
、
、
t
a

駆
動
護
等
の
改
造
壷
愁
譲
鋒
器
諮
轡
の
三
分
の
一

又
は
改
造
施
用
額

補
装
具
交
付
及
び
修
理
艶
用
自
己
負
担
繊
助
成
欝

業福
祉
竃
話
基
本
料
金
助
成
事
業

住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る

体
障
害
者
（
児
）

脆
南
朝
謝
彊
一
①
自
己
負
担
額
の
全
額
助
成
C

暮
す
る
施
設
に
醤
し
老
富
む
）
た
だ
し
、
地
溝
村
か
ら
欝
三
雛
窮
藍
覇
覇
議
状
に
警
養
老
援
支
払
い
。

さ
れ
た
者
は
除
外
。

重
度
身
体
障
害
者
（
児
）
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料

金
助
成
事
業

在
宅
重
度
身
体
障
害
者
自
動
車
ガ
ソ
リ
ン
費
用
助

成
苺
業

日
韓
生
活
用
品
（
典
）
＼
給
付
事
業

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
入
適
所
者
に
係
る
自

己
負
担
額
助
成
欝
業

福
祉
磁
話
貸
与
出
稿
。

下
肢
又
は
体
幹
機
能
臨
書
で
一
級
及
び
一
一
級
に
該
当
す
る
寄
．
た
だ
し
、

ガ
ソ
リ
ン
讃
用
の
助
成
を
受
け
る
者
は
除
く
。

自
己
所
有
の
自
動
車
を
自
ら
運
転
す
る
下
肢
又
は
体
斡
機
能
陪
審
で
一
級

及
び
二
級
に
該
当
す
る
者
。

在
宅
董
鹿
身
体
障
害
者
　
（
一
級
及
び
二
級
の
者
で
ね
た
き
り
状
態
に
あ
る

者）

基
本
料
金
全
額
を
苗
が
負
担
。

Ⅲ
乗
竺
園
に
つ
き
一
〇
〇
円
、
二
四
回
を
限
度
藁
車
券
二
四
枚
つ
づ
華
を

一
交
付
。
タ
ク
シ
ー
会
社
十
三
営
業
所
、
個
人
タ
ク
シ
ー
協
同
組
合
三
組
合

一
ガ
ソ
リ
ン
税
相
当
額
分
を
四
五
円
と
し
、
1
カ
月
に
つ
き
二
〇
リ
ッ
ト
ル

《
　
ま
で
助
成
対
象
と
す
る
。

一
使
用
適
が
一
カ
月
二
〇
リ
ッ
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
は
そ
の
使
用
萌
し

聴
覚
隅
害
者
二
扱
及
び
三
級
。

大
通
所
轄
躍
し
た
身
体
陣
害
者
で
当
該
出
精
の
収
入
月
徴
が
食
艶
の
的
確

負
担
基
準
額
の
二
倍
の
額
に
潤
た
な
い
世
瀞
に
屈
す
る
身
体
陪
審
者
。

駄
目
　
洗
髪
器
、
エ
ヤ
ー
パ
ッ
ト
、
マ
ッ
ト
パ
ン
、
敷
ぶ
と
ん
．

ろ
う
あ
者
緊
急
カ
ー
ド
。

「
収
入
月
額
が
基
準
額
の
一
・
五
倍
末
減
の
場
合
は
、
自
己
負
担
額
の
全
額

収
入
月
額
が
基
準
額
の
二
・
〇
倍
未
満
の
場
合
は
、
自
己
負
担
櫛
の
二
分

一
の
一
の
額
。

速
度
心
身
階
害
者
匪
療
竣
助
成
専
業

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
又
は
社
会
保
険
の
殴
扶
養
者
の
七
〇
歳
未
満
の

方
で
次
の
要
件
に
該
当
す
る
者
。

㊦
身
障
手
帳
一
級
か
ら
三
級
の
万
∪

②
戦
暢
病
手
帳
の
特
別
項
症
か
ら
第
咽
頭
癌
の
万
で
、
身
群
千
振
四
級
の

方。
③
溌
育
手
帳
知
能
指
数
（
I
Q
）
　
五
〇
以
下
の
方
。

触
康
保
険
証
を
使
っ
て
病
院
、
診
簾
所
、
薬
局
で
診
棟
を
受
け
た
り
、
薬

を
も
ら
っ
た
と
き
、
窓
口
で
支
払
う
自
己
負
担
額
を
助
成
す
る
。

た
だ
し
、
保
険
で
診
療
を
受
け
ら
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
助
成
さ
れ
な

い。

重
度
心
身
轄
蓄
（
児
）
者
に
対
す
る
移
動
浴
そ
う
ー
在
宅
魂
度
心
身
酪
聾
（
児
）
者
で
一
級
か
ら
三
級
、
又
は
知
能
指
数
（
I

専
派
遣
就
業

一
Q
）
三
五
以
下
の
手
帳
を
所
持
す
る
六
五
識
末
減
の
笠

家
庭
に
浴
そ
う
を
持
た
な
い
在
宅
董
既
心
身
障
害
へ
児
）
者
に
対
し
、
定

期
的
（
月
一
～
二
圃
）
無
料
で
入
浴
坪
を
派
遣
す
る
。


